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広 報 資 料
平成１５年８月７日
警 察 庁

平成15年上半期のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について

１ 出会い系サイトに関係した事件の検挙数
※対象は、インターネット上で異性間の出会いの場を提供する電子掲示板、チャッ
ト等のいわゆる出会い系サイトが関係した事件として警察庁に報告のあったもの。

（件）
H12 H13 H14 H15

上半期上半期
338児童買春・児童ポルノ法違反 41 387 813 410
216青少年保護育成条例違反 20 221 435 213
63重要犯罪（殺人・強盗・強姦等） 15 73 100 34
68粗暴犯 暴行・傷害・脅迫・恐喝 7 66 128 58（ ）
96その他 21 141 255 78
781計 104 888 1,731 793

２ 特徴
○ 検挙件数は、781件で前年同期（793件）と比べて12件減少。
○ 児童買春・児童ポルノ法違反のうち児童買春は、326件（全体の約
42％）で前年同期と比べて74件(約19%)減少。
○ 強盗、強姦等の重要犯罪は、63件で前年同期と比べて29件(約85%)
増加。
○ 全事件のうち、携帯電話を使用したものが、751件(約96％)。

、 。○ 被害者653人のうち 18歳未満の児童が530人(約81％)で大半を占める
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出会い系サイトに関係した事件検挙事例

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童買春 】）

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高校生に対して、現金を与える約束を

して性交した。 （平成１５年４月・静岡）

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童買春・児童ポルノ 】）

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子中学生に対し、現金を与える約束をし

て性交するとともに、その場面等をビデオ撮影して児童ポルノを製造した上、そのビ

デオを販売した。 （平成１５年６月・北海道）

【青少年保護育成条例違反】

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高校生を誘い出し、ホテルにおいて性

交した。 （平成１５年４月・宮城）

【殺人】

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性とホテルに入り、女性から援助交際と

して金銭を要求されたことから口論となり、女性の首を絞めて殺害した。

（平成１５年５月・愛知）

【強盗致傷・監禁】

携帯電話の出会い系サイトの掲示板に女性になりすまして「今日会える人はいな

い？」などと書き込み、誘い出した男性を脅して監禁した上、殴るけるなどの暴行を

、 。 （ ）加え 現金などを奪った 平成１５年４月・警視庁

【強姦】

被疑者２人は、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性とメール交換を繰り返

し、女性の相談に乗ると申し向けて誘い出した上、乗用車内において強姦した。

（平成１５年１月・岩手）

【準強制わいせつ】

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子中学生に「花粉症の新薬のモニターに

なって欲しい 」と申し向け睡眠薬を飲ませた上、わいせつな行為を行った。。

（平成１５年５月・佐賀）
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【恐喝未遂・傷害】

少年２人は共謀の上、携帯電話の出会い系サイトを利用して女性に接触を図ってき

た男性から金を脅し取ろうと企て、呼び出した男性に殴るけるの暴行を加えけがを負

わせた。 （平成１５年４月・奈良）

【恐喝・傷害】

少年数名は共謀の上、携帯電話の出会い系サイトに「お金を持ている人、連絡下さ

い 」と書き込み、誘い出しに応じた男性に「金を出せ、車はもらって行く 」などと。 。

脅し、金属バット等で殴ってけがをさせ、乗用車１台などを脅し取った。

（平成１５年４月・茨城）

【脅迫】

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高校生に対して、交際を続けることを

求めるため、再三にわたり「写真を高校に送ってもいいよね。インターネットに載せ

てもいいよね 」などと携帯電話でメールを送り脅迫した。。

（平成１５年４月・静岡）

【窃盗】

男女が共謀の上、携帯電話の出会い系サイトを利用して誘い出した男性の自動車を

盗んだ。 （平成１５年６月・石川）

【詐欺】

自らを医師と偽り、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性に結婚の意思もな

いのに結婚を申し込んだ上で「財布をなくした」などと偽り、現金やキャッシュカー

。 （ ）ドをだまし取った 平成１５年１月・宮崎

【名誉毀損】

携帯電話の出会い系サイトで知り合った女性が交際に応じないことから、インター

ネットの掲示板に「売春クラブ・・・」等との名目で女性の氏名、電話番号等を掲載

して女性を誹謗中傷した。 （平成１５年１月・山口）

【児童福祉法違反】

出張ヘルス店の経営者等は、携帯電話の出会い系サイトに「デリヘルで働きません

か 」等のアルバイト募集の書き込みを行い、これに応募してきた女子高校生等を従業。

員として雇い、遊客相手にわいせつな行為をさせた。 （平成１５年６月・愛媛）
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出会い系サイトに関係した事件の検挙数の推移

年 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５上半期
罪 名 上半期 増減

児 童 買 春 ・ 児童買春 ４０ ３７９ ７８７ ４００ ３２６ -74

児童ﾎﾟﾙﾉ法違反 児童ﾎﾟﾙﾉ １ ８ ２６ １０ １２ 2

青少年保護育成条例違反 ２０ ２２１ ４３５ ２１３ ２１６ 3

殺 人 １ ６ ６ １ ２ 1
重
強 盗 ２ １０ ２４ ６ １９ 13
要
強 姦 ８ ４４ ５３ ２３ ３３ 10
犯
略取誘拐 １ ３ ３ １ ４ 3
罪
強制わいせつ ３ １０ １４ ３ ５ 2

１５ ７３ １００ ３４ ６３ 29

暴 行 １ ３ ３ １ ３ 2
粗
傷 害 ０ １３ １８ １１ ９ - 2
暴
脅 迫 ２ １６ ２４ １３ ６ - 7
犯
恐 喝 ４ ３４ ８３ ３３ ５０ 17

７ ６６ １２８ ５８ ６８ 10

窃 盗 ０ ２３ ３９ １３ １９ 6

詐 欺 １ ２６ ２５ １３ １６ 3

そ の 他 ２０ ９２ １９１ ５２ ６１ 9

合 計 １０４ ８８８ １,７３１ ７９３ ７８１ -12

※ 対象は、インターネット上で異性間の出会いの場を提供する電子掲示板、チャット等
のいわゆる出会い系サイトが関係した事件として警察庁に報告のあったもの。
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【携帯電話・パソコン別】 （件）

年 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

区分 上半期 上半期

携帯電話 59(57%) 714(80%) 1,672(97%) 758(96%) 751(96%)

パソコン 45(43%) 174(20%) 59 (3%) 35 (4%) 30 (4%)

計 104 888 1,731 793 781

【被害者の年齢・性別】 （人）

年 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

区分 上半期 上半期

被害者数 １０２ ７５７ １,５１７ ６９２ ６５３

児童 71(70%) 584(77%) 1,273(84%) 595(86%) 530(81%)

女性 68(67%) 574(76%) 1,255(83%) 582(84%) 523(80%)

女性 96(94%) 699(92%) 1,398(92%) 647(94%) 583(89%)

※児童とは、１８歳未満の者をいう。

※（ ）は、被害者数に対する割合

【被害者のうち小学生・中学生・高校生の数】 （人）

小学生 中学生 高校生 計

計 ２ １６０ ２６９ ４３１

女性 ２ １５９ ２６３ ４２４

男性 ０ １ ６ ７


